
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 

けいしちょう安全安心モニター 

 

第２回アンケート調査結果 
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けいしちょう安全安心モニター制度 

 

■  目的 

    「安全で安心して暮らせる街、東京」の実現に向けた諸対策を効果的に推進するた 

め、警察業務における課題等に関し、都民等からの意見や提案をインタ―ネット利用 

によるアンケートを実施することにより集約し、迅速かつ効果的に施策等に反映させ 

せることを目的とする。 

 

■  制度の概要 

   １  調査対象者（けいしちょう安全安心モニター）  

      満１８歳以上の都内在住、在勤又は在学する者 １，０００名以内 

    ※    警視庁ホームページ上でモニターを公募し、応募者の中から、性別、年代、 

居住地域等を考慮して候補者を選定し、電子メールにより通知（依頼） 

 

   ２ アンケートの実施 

    ○ 調査方法  

         インターネットを利用したアンケートによる調査 

   ○ 調査項目（アンケートテーマ） 

       重点的に実施している施策や今後取り組む課題等に必要な事項 

○  調査回数 

         平成２７年度内に３回実施予定 

 

   ３ 謝礼 

       アンケート１回につき、図書カード（５００円券）１枚を年度末にまとめて 

交付 

－１－ 



 
■ 調査テーマ                                                               

  「盛り場・繁華街の安全・安心、ＪＫビジネス、危険ドラッグ」について                                           

■ 調査目的                                                                                                                                                                                          
    盛り場・繁華街の安全・安心、ＪＫビジネス、危険ドラッグに関する意識などについて調査 

し、安全で安心して暮らせるまちづくりのための施策等の参考とするため。                                                     

■ 調査期間                                                                       

  平成２８年１月７日（木）から平成２８年１月１８日（月）までの間                                                                         

■ 調査方法                                                                      
  インターネットを利用したアンケート調査                                                                                                                            

■ 調査対象（平成２７年度けいしちょう安全安心モニター）                                  
  ９９７名                                                                                                                                                                                                  

  ※  公募した満１８歳以上の都内在住者、在勤者又は在学者                                  

■ 回答者数                                                                                         

   ９２２名（回答率 ９２．５％）                                                    

■ 回答者の属性 

                                                                                              回収数 構成比

922 100.0%

458 49.7%

464 50.3%

1 0.1%

43 4.7%

193 20.9%

280 30.4%

151 16.4%

143 15.5%

111 12.0%

342 37.1%

25 2.7%

76 8.2%

98 10.6%

11 1.2%

201 21.8%

136 14.8%

33 3.6%

　２３区部 625 67.8%

　市町村部 288 31.2%

9 1.0%

性
別

　男　性

　女　性

年
代
別

　１８歳～１９歳

　２０代

　３０代

　４０代

　５０代

　学　生

　主　婦

　無　職

　その他

　６０代

　７０歳以上

全　  　　  　体

属　　　　　　性

居住地域別
都内在住

　都外在住

職
業
別

　会社員

　公務員

　自営業

　パート・アルバイト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の概要 

※  集計結果は、百分率（％）で示している。小数点以下第２位を四捨五入して算出した。そのため、合計が 100.0％になら

ないものがある。 

 ※ ｎ（number of cases)は、比率算出の基数であり、100％が何人の回答者に相当するかを示す。                               

－２－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度けいしちょう安全安心モニター          
第２回アンケート 

「東京都の治安、特殊詐欺対策、防犯ボランティア活動」について 

  「安全で安心して暮らせる街、東京」の実現に向け、警視庁では、「規範意識の向上」と「地域の 

絆の再生」をキーワードとして、「犯罪の起きにくい社会づくり」に取り組んでいます。        

 今回のアンケートは、『盛り場・繁華街の安全・安心、ＪＫビジネス、危険ドラッグについて』をテ

ーマに、盛り場・繁華街の安全・安心、ＪＫビジネス、危険ドラッグについて調査し、犯罪の起きにく

い社会づくり等に活用させていただくものです。 

 

◇盛り場・繁華街の安全・安心について 
                                                         
   Ｑ１    都内の盛り場・繁華街で不安や不快に感じたことはありますか。    ･････ ４                                                                                                                                                                        
   Ｑ２  盛り場・繁華街で自分自身が受けた被害はありますか。        ･････ ５                     
  Ｑ３  盛り場・繁華街で不安や不快に感じたことは何ですか。        ･････ ６                          
  Ｑ４  盛り場・繁華街を更に安全で安心かつ魅力あふれた場所にするために、 
     どのような対策を強化すべきだと思いますか。             ･････ ７                                  

◇ＪＫビジネスについて 
  Ｑ５  盛り場・繁華街で高校生がアルバイトをすることについてどう思います 

か。                                ･････ ８                        
    Ｑ６  いわゆるＪＫビジネスと呼ばれる形態の営業があることを知っています 

か。                                ･････ ９                       
    Ｑ７  女子高校生等が働くべきではないと思う形態の営業はどれですか。   ･････ １０ 
    Ｑ８  ＪＫビジネスに対し、警察はどのような取組を推進する必要があると思 

いますか。                             ･････ １１ 

◇危険ドラッグについて 

Ｑ９  危険ドラッグは、どのくらいの種類があると思いますか。       ･････ １２ 
  Ｑ１０ 自分の周囲で危険ドラッグを所持（使用）している人を見聞きしたこと 

がありますか。                           ･････ １３   
  Ｑ１１ 危険ドラッグを購入することは簡単だと思いますか。         ･････ １４ 
  Ｑ１２ 危険ドラッグは、どうやって購入できると思いますか。        ･････ １５ 
  Ｑ１３ 危険ドラッグを勧められたらどうしますか。             ･････ １６ 
  Ｑ１４ 危険ドラッグと従来の薬物は何が違うと思いますか。         ･････ １７ 
  Ｑ１５ 警察は、危険ドラッグ対策に取り組んでいるところ、その成果（店舗の 
     撲滅、事件・事故の減少等）は上がっていると思いますか。       ･････ １８ 
  Ｑ１６ 警察をはじめ、行政機関、関係団体が危険ドラッグを撲滅するために様 

々なメディアで広報啓発活動を行っていますが、印象に残っているものは 
ありますか。                            ･････ １９ 

  Ｑ１７ 広報啓発活動を見聞きするなどして、わかったことはありますか。   ･････ ２０ 
   
 

・・・・・４

・・・・・５

・・・・・６

・・・・・７

・・・・・８

・・・・・９

・・・・１０

・・・・１１

・・・・１２

・・・・１３

・・・・１４

・・・・１５

・・・・１６

・・・・１７

・・・・１８

・・・・１９

・・・・２０

・・・・２１

・・・・２２

・・・・２３

－３－ 



何らかの犯罪や 

迷惑行為による 

被害に遭った 

ことがある 

7.8% 

自分自身被害に

遭ったことは 

ないが、かなり 

不安や不快に 

感じたことがある 

26.0% 

自分自身被害に

遭ったことは 

ないが、少し 

不安や不快に 

感じたことがある 

55.9% 

不安や不快に 

感じたことがない 

10.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

盛り場・繁華街の安全・安心について 

Ｑ１ 都内の盛り場・繁華街で不安や不快に感じたことはありますか。 
   該当する項目を一つだけ選んでください。 

－４－ 

【全 体】(ｎ=922)



38.9  

30.6  

23.6  

18.1  

13.9  

11.1  

11.1  

6.9  

6.9  

27.8  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１で「何らかの犯罪や迷惑行為による被害に遭ったことがある」を選択した方にお尋ねしました。 

（７．８％ ７２人） 

執拗に客引きをされた 

酔っ払いにからまれた 

不当に高額な料金を請求された 

恐喝、脅迫に遭った 

痴漢やわいせつ行為等に遭った 

けんかに巻き込まれた 

スリ、置き引きなど盗難に遭った 

交通事故に遭った 

執拗にスカウトされた 

その他 

盛り場・繁華街の安全・安心について 

Ｑ２ 盛り場・繁華街で自分自身が受けた被害はありますか（複数選択可）。 

－５－ 

【全 体】(ｎ=72)



【全 体】(ｎ=827)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１で「不安や不快に感じたことがない」以外を選択した方にお尋ねしました。 

（８９．７％ ８２７人） 

客引きによる声掛け 

ごみ、落書き 

少年、若者のい集 

いかがわしい看板等 

いかがわしい店舗 

はいかいする酔っ払い 

けんか 

不良外国人風の人のはいかい・い集 

多数の違法駐車 

通行人等による乱暴な言動 

暴力団員風の人のはいかい・い集 

スカウトによる声掛け 

カラオケや飲食店等の騒音 

危険ドラッグ等の薬物の販売 

不当な料金請求 

コピー商品、偽ブランド商品の販売 

その他 

盛り場・繁華街の安全・安心について 

Ｑ３ 盛り場・繁華街で不安や不快に感じたことは何ですか（複数選択可）。 

－６－ 

67.2  

52.1  

45.5  

40.3  

39.3  

34.5  

34.3  

32.8  

27.2  

26.2  

26.0  

22.0  

16.3  

12.2  

10.5  

8.7  

7.3  

0% 20% 40% 60% 80%



【全 体】(ｎ=922)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執拗な客引きの排除 

危険ドラッグをはじめとする規制薬物対策 

「ＪＫビジネス」等少女の性を売り物とする店の排除 

防犯カメラの設置促進 

街の美化活動 

違法な風俗店の排除 

街頭パトロール活動 

いかがわしい看板等有害広告物の排除 

不良外国人対策 

不当に高額な料金請求をする店の排除 

暴力団の排除 

違法駐車の取締り 

執拗なスカウトの排除 

防犯ボランティア等による見回り活動の促進 

犯罪や危険な場所に関する情報提供 

少年の補導活動 

コピー商品、偽ブランド商品の排除 

インターネットカフェ等における本人確認 

カラオケや飲食店等の騒音対策 

その他 

特にない 

盛り場・繁華街の安全・安心について 

Ｑ４ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、盛り場・繁華街を更に安

全で安心かつ魅力あふれた場所にするために、どのような対策を強化すべきだと思いますか（複数

選択可）。 

69.3  

68.3  

63.2  

62.0  

61.3  

60.0  

59.7  

58.1  

56.9  

54.1  

52.3  

45.9  

44.8  

43.4  

41.0  

37.5  

26.8  

24.5  

16.4  

6.0  

0.2  

0% 20% 40% 60% 80%

－７－ 



【全 体】(ｎ=922) したほうがいい 

0.7% 

してもいい 

15.1% 

あまりしない 

ほうがいい 

33.8% 

しないほうがいい 

50.4% 

0.7 

1.1 

0.2 

15.1 

21.2 

9.1 

33.8 

34.1 

33.6 

50.4 

43.7 

57.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.6 

1.1 

27.9 

25.4 

16.8 

11.9 

6.3 

3.6 

100.0 

20.9 

37.8 

40.0 

30.5 

28.0 

27.9 

51.2 

35.2 

42.1 

57.6 

65.7 

68.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あまりしないほうがいい」+「しないほうがいい」＝８４．２％ 

 

 

 

 

 

 

 

全体 

男性 

女性 

１９歳以下 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

６０代 

７０歳以上 

ＪＫビジネスについて 

Ｑ５ 盛り場・繁華街で高校生がアルバイトをすることについてどう思いますか。 

   該当する項目を１つだけ選んでください。 

－８－ 

年代別の認識 

 

したほうがいい してもいい 

あまりしない 

ほうがいい しないほうがいい 



【全 体】(ｎ=922)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている 

84.2% 

知らない 

15.8% 

ＪＫビジネスについて 

Ｑ６ 女子高生及び同年代の女性（以下「女子高生等」という。）が客にマッサージを行うサービ 

スや女子高生等との会話やゲームを楽しませるサービスなどを提供する、いわゆるＪＫビジネ 

スと呼ばれる形態の営業があることを知っていますか。 

 該当する項目を１つだけ選んでください。 

－９－ 



【全 体】(ｎ=922)

－１０－ 

 

 

 

 

 

 

 

従業員が客に「添い寝」「マッサージ」を行う営業 

個室内で従業員と客が二人きりになる営業 

カメラマンとなった客に、従業員をモデルにして下着や水

着などの姿を撮影させる営業 

個室にいる客に、大部屋にいる複数の従業員をマジックミ

ラー越しに覗き見させる営業 

従業員が客と一緒に街を散歩する営業 

メイド服姿の従業員が店舗を邸宅に見立て、客を主人とし

て家事使用人のように振る舞う営業 

従業員が客と一緒にゲームやトランプをしたりして談笑す

る営業 

その他 

全てよい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＫビジネスについて 

Ｑ７ 女子高生等が働くべきではないと思う形態の営業はどれですか。 

   該当する項目を選んでください。 

94.5  

93.2  

86.8  

86.4  

70.3  

65.2  

44.0  

5.7  

1.2  

0% 20% 40% 60% 80% 100%



【全 体】(ｎ=922)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな法令等の制定による営業の規制 

補導（声掛け、保護者連絡等）の徹底 

雇用者に対する指導 

危険性等に関する情報発信 

相談窓口の周知徹底 

その他 

わからない 

対策をとる必要は感じない 

ＪＫビジネスについて 

Ｑ８ ＪＫビジネスに対し、警察はどのような取組を推進する必要があると思いますか。 

（複数選択可） 

 

－１１－ 

74.2  

73.9  

72.9  

65.4  

43.3  

9.1  

0.7  

0.7  

0% 30% 60% 90%



【全 体】(ｎ=922)

１０種類以下 

2.2% 

１００種類以下 

39.8% 

１，０００種類以下 

29.0% 

１，０００種類 

より多い 

29.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険ドラッグについて 

Ｑ９ 危険ドラッグは、どのくらいの種類があると思いますか。 

   該当する項目を１つだけ選んでください。 

－１２－ 



【全 体】(ｎ=922)

ある 

4.3% 

ない 

95.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険ドラッグについて 

Ｑ１０ 自分の周囲で危険ドラッグを所持（使用）している人を見聞きしたことがありますか。 

    該当する項目を１つだけ選んでください。 

 

－１３－ 



簡単だと思う 

80.2% 

難しいと思う 

19.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険ドラッグについて 

Ｑ１１ 危険ドラッグを購入することは簡単だと思いますか。 

該当する項目を１つだけ選んでください。 

－１４－ 

【全 体】(ｎ=922)



【全 体】(ｎ=922)

85.5  

71.3  

55.3  

50.3  

37.7  

28.0  

25.4  

2.5  

4.3  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットで注文する 

繁華街の路上で購入する 

店舗で購入する 

海外から輸入する 

友人知人に頼む 

住宅街の路上で購入する 

電話で注文する 

その他 

分からない 

危険ドラッグについて 

Ｑ１２ 危険ドラッグは、どうやって購入できると思いますか（複数選択可）。 

－１５－ 



【全 体】(ｎ=922)

97.1  

37.4  

12.7  

6.0  

1.0  

0.3  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きっぱりと断る 

警察に相談する 

家族に相談する 

知人、友人に相談する 

勧めてきた相手によっては断りきれず使って

しまうかもしれない 

一回くらいならと使ってしまうかもしれない 

Ｑ１３ 危険ドラッグを勧められたらどうしますか（複数選択可）。 

－１６－ 

危険ドラッグについて 



【全 体】(ｎ=922)

63.2  

56.4  

51.8  

14.1  

13.4  

0% 20% 40% 60% 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体への害が大きい 

常習性が高い 

興奮作用が大きい 

その他 

特に違いはない 

Ｑ１４ 危険ドラッグと従来の薬物は何が違うと思いますか（複数選択可）。 

－１７－ 

危険ドラッグについて 



思う 

63.3% 

思わない 

36.7% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯ボランティア活動について 
Ｑ１５ 警察は、危険ドラッグ対策に取り組んでいるところ、その成果（店舗の撲滅、事件・事 

故の減少等）は上がっていると思いますか。該当する項目を１つだけ選んでください。 

－１８－ 

危険ドラッグについて 

【全 体】(ｎ=922)



【全 体】(ｎ=922)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件報道 

テレビ 

スポット映像（電車内モニター、街頭ビジョン等） 

ポスター、リーフレット 

新聞 

広報紙 

広報啓発記事 

危険ドラッグ乱用防止啓発教養映像（ＤＶＤ等） 

イベント・キャンペーン 

ラジオ 

ホームページ 

雑誌 

メールマガジン、ツイッター、ＳＮＳ 

ラッピングバス 

その他 

特にない 

防犯ボランティア活動について 
Ｑ１６ 警察をはじめ、行政機関、関係団体が危険ドラッグを撲滅するために様々なメディアで広 

報啓発活動を行っていますが、印象に残っているものはありますか（複数選択可）。 

－１９－ 

危険ドラッグについて 
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6.4  

6.2  

4.8  

2.8  

4.1  

7.9  
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【全 体】(ｎ=849)

 

 

 

 

 

危険ドラッグを使うと他人を傷つけたり、暴走運転に

よる事故を引き起こすことがあることがわかった 

「脱法ハーブ」、「合法ハーブ」が危険ドラッグと同じで

あることがわかった 

危険ドラッグには、覚醒剤や麻薬と似た成分が含ま

れていることがわかった 

危険ドラッグを使うと死に至る危険性があることが分

かった 

危険ドラッグは、お香、ハーブ、バスソルトと称して売

られていることがわかった 

危険ドラッグを所持することや使用することが法で規

制されていることがわかった 

その他 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ｑ１６で「特にない」以外を選択した方にお尋ねしました。 

（９２．１％ ８４９人） 

危険ドラッグについて 

Ｑ１７ 広報啓発活動を見聞きするなどして、わかったことはありますか（複数選択可）。 

－２０－ 
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